
様      ２０２４年６月～   介護保険 要介護 
当訪問看護ステーションをご利用いただき、ありがとうございます。 

  R６年６月に改定される介護報酬・診療報酬にそって算定させていただく利用料の概算を下記の通りお知らせ

いたします。ご不明な点は、遠慮なくおたずね下さい。  
利用料の概算書  【介護保険】 ＊1単位×11.12円(大阪市） 

 基本報酬 単価 自費負担/回（1割） 

看
護
師
に
よ
る
訪
問 

訪問看護Ⅰ１（20分未満） 314単位 349円 

訪問看護Ⅰ2（30分未満） 471単位 523円 

訪問看護Ⅰ3（1時間未満） 823単位 915円 

訪問看護Ⅰ4（1時間 30分未満） 1128単位 1254円 

 サービス提供体制強化加算Ⅰ 6単位 7円 

理
学
療
法
士

等
に
よ
る
訪
問 

1回(20分)／日 294単位 326円 

2回(40分)／日 588単位 653円 

3回(60分)／日 793単位 881円 

 

 
円 ／月 

緊急時訪問看護加算Ⅰ（月 1回） 600単位/月 667円/月 事前契約による 

特別管理加算Ｉ （月 1回） 500単位/月 556円/月 留置ｶﾃｰﾃﾙ､気管ｶﾆｭｰﾚ等 

特別管理加算Ⅱ （月 1回） 250単位/月 278円/月 その他医療機器使用の場合 

初回加算Ⅰ・Ⅱ （Ⅰ）350・（Ⅱ）300

単位／月 

（Ⅰ）389・（Ⅱ）333

円／月 

Ⅰ（新設）は退院当日 Ⅱは退院翌日

以降 

退院時共同指導加算 
(月 1回､特別管理加算対象者 2回） 

600単位/回 667円/回 
入院中の利用者又は家族に対して主

治医と共に看護師 PTOTが療養上の

指導を行なった場合 

複数名訪問加算Ⅰ（看護師等） 

30分未満 
254単位/回 282円/回 

２人の看護師等が同時に訪問看護を

行う場合 

複数名訪問加算Ⅰ（看護師等） 

30分以上 
402単位/回 447円/回 

２人の看護師等が同時に訪問看護を

行う場合 

看護体制強化加算Ⅰ 
550単位 611円/月 

緊急時訪問看護加算 算定者 50％以上 

特別管理加算 算定者 20％以上 

ターミナル加算 ５名/年以上 

看護体制強化加算Ⅱ 
200単位 222円/月 

緊急時訪問看護加算 算定者 50％以上 

特別管理加算 算定者 20％以上 

ターミナル加算 1名/年以上 

口腔連携強化加算 
50単位/月 55円/月 

1 月に 1 回に限り算定可能 

歯科専門職と連携し歯科医療機関および介護支

援専門員へ情報提供を行う 

ターミナルケア加算 
2500単位/月 2780円/月 

死亡月に加算 

※ 月の日数により、また病状・処置内容による訪問回数の変更でかわることがありますのでご了承ください。 
 (一財)大阪市環境保健協会 大阪市中央訪問看護ステーション 

          管理者  若 林 直 美 
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